様式第9号（第10条第10項関係）．
みほ文化講座実施計画書
令和　　年　　月　　日
	１．講　　　師　
　　　　　　　　　　　　　
・EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(ふり),氏)　　EQ \* jc2 \* "Font:ＭＳ 明朝" \* hps11 \o\ad(\s\up 10(がな),名)　　　
・生年月日　 昭 平　　年　　月　　日　・年 齢　　才　・性 別　男　女
・住　　所　〒
　　
・電話番号　　　　　　　　　　　　・ＦＡＸ　　　　　　　
・Ｅメール
（その他の連絡方法　携帯：　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	２．講　座　名　　令和８年度　　

　　　　　        講座　 後期・短期

	３．講座の内容

	

	

	

	

	

	※受講生の募集用チラシに引用することがあります。

	４．講座に関する学習歴

	

	

	

	

	

	

	

	５．講座に関する活動歴

	

	

	

	

	

	


（裏）
	６．講座期間
（１）期　日　　第１希望　　　　月から　　月　　毎月第　１・２・３・４　　　曜日
第２希望　　　　月から　　月　　毎月第　１・２・３・４　　　曜日
第３希望      　月から　　月　　毎月第　１・２・３・４　　　曜日
（２）時　間　　第１希望　　　　時　　分から　　時　　分まで
第２希望　　　　時　　分から　　時　　分まで
              　第３希望      　時　　分から　　時　　分まで
※　月曜日は休館日です。月曜日が祝日の場合は、翌火曜日も休館となります。

	７．学習内容又は題目

	第　１回　

	第　２回　

	第　３回　

	第　４回　

	第　５回　

	第　６回　

	第　７回　

	第　８回　

	第　９回　

	第１０回　

	

	

	８．講座開設の条件
会　　　　場　　美浦村中央公民館・木原多目的集会施設・安中多目的研修集会施設

　　　部屋（　　　　　　室　）
募集希望人数　　　　　　人　　　　　
※募集人員は15人以上を原則とさせていただきます。受講希望者が5人に満たない場合は開講できません。
年齢条件　　□あり（　　　　　　　　　　　　）　　□なし
親子での受講　　□可　（　　　　　歳以上の子ども）　　□不可
実費の徴収　　□あり（1回当り　　　円又は合計　　　円　但し　　　　代）　□なし
その他の条件　　□あり（　　　　　　　　　　　　）　　□なし

	９．受講生が開講までに準備するもの
（講座で各自持参するもの）


公民館定期講座（みほ文化講座）開設に関すること（美浦村公民館等管理運営規程より抜粋）
　(公民館定期講座)

第１０条　法第２２条第１号の規定に基づき、村民の実際生活に即する教育、学術及び文化に関する事業を行うことにより、教養の向上、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興、社会福祉の増進に寄与することを目的として公民館定期講座(みほ文化講座。以下「文化講座」という。)を開設する。

２　文化講座は、原則として中央公民館内の各室で実施するものとする。ただし、当該講座の内容によりやむを得ず館外活動を行う必要がある場合は、館長の許可を得て実施することができる。

３　文化講座の受講を希望する者は申込書を窓口へ提出しなければならない。当該受講料は別表第３のとおりとし、初回講座時に全回数分の受講料を徴収する。また、講座開講後のキャンセルや休講の受講料は返金しない。ただし、専業とする業者等に委託して実施する文化講座の受講料については開設の際、別途定めるものとする。

４　次に掲げる事項に該当し、かつ、その事由により該当する受講者が文化講座受講料の減額又は免除を申し出た場合には、減額又は免除するものとする。

　(1) 生活保護法における扶助を受けている者が受講する場合

　(2) 身体障害者福祉法に定める身体障害者が受講する場合

　(3) その他教育長が必要と認めた場合

５　文化講座受講料を納入した者から、受講取り止め等の事由により当該文化講座の開講前に返還の請求があった場合は受講料を返還する。ただし、当該文化講座の開始以降はいかなる場合であっても受講料は返還しない。

６　文化講座の受講者の募集については、原則として毎年４月に広報誌及び新聞チラシ等、多くの住民が目にすることができる方法により受講案内を周知する。ただし、文化講座の開催回数の都合等により上記以外の月においても募集することができるものとする。

７　文化講座における同一講座の受講は２年を原則とし、その受講の受付順位は初めて申込みをする村内居住者を優先させるものとする。この場合において、受講希望者が定数に満たない場合は、受講が２年目となる村内居住者、村内に勤務する村外居住者、村外居住者の順に受講を認めるものとする。

８　一つの文化講座の年度間実施回数は２０回又は前期・後期各１０回を基準とし、講座の実施期間、内容及び性質等により１０回以上３０回以下で設定することができる。募集人数は１５名を下限とし、受講場所が確保でき、かつ、講師が承認する限り上限を設けない。ただし、教育長が必要と認めた場合はこの限りではない。また、受講希望者が５人に満たない場合は、その講座は開講しないものとする。専業とする業者等に委託して実施する文化講座の人数及び回数については開設の際、別途定めるものとする。
９　文化講座受講料のほかに、募集要項で事前に周知する事により材料費を徴収することができる。

１０　文化講座の講師として講座の開設を希望する者は、毎年度末に開催される公民館運営審議会の開催の１ヶ月前までに、みほ文化講座実施計画書(様式第９号)を館長に提出しなければならない。館長は提出された当該実施計画書のほか、村内居住者及び関係機関等より開設の要望があった講座について、必要とする講座を教育長と審議検討し、その選定結果を公民館運営審議会に報告して承認を受けるものとする。

１１　文化講座の年間における募集講座数は当該年度の予算の範囲内とし、同一内容の講座が複数あった場合には、その中から一つの講座を選定するものとする。なお、一つの講座を継続して開設できる期間は、原則として３年を限度とする。また、講師の委嘱期間も３年を限度とする。ただし、次に掲げる事項で館長が特に３年を経ても継続が必要と判断する講座については、前項の例により公民館運営審議会に諮って、その講座継続の是非を決定するものとする。

　(1) 日本古来の伝統芸能に関係する文化講座

　(2) 村の施策により長期にわたる開設を必要とする文化講座

　(3) 特に地域に深く関係する文化講座

　(4) 講座の開設後、３年を経過した後も同じ講座の開設要望があると認められる文化講座。ただし、３年目における当該講座の新規受講者が募集人数の７割を超える実績がある場合に限る。

１２　文化講座の講師は毎年度、講座開設の決定を受け教育委員会が委嘱する。

１３　講師の謝礼は、講師が村内に居住の場合は１回につき７，０００円、村外に居住の場合は１回につき８，０００円とする。ただし、教育長が特に必要があると認めるときは、別に定めることができる。

別表第３（第１０条第３項関係）

	文化講座回数
	文化講座受講料

	１回～　５回
	１，０００円

	６回～１０回
	２，０００円

	１１回～１５回
	２，５００円

	１６回～
	３，０００円


